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議事１

令和５年度の事業執行状況について

令和６年２月7日
経営企画部 経営企画グループ
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年度計画の進捗等

項目 目標水準
（令和５年度年度計画）

令和５年度
（令和５年12月末）

令和4年度
（令和4年12月末）

【参考】
令和４年度末

１ フラット３５（買取型）の申請件数 － 28,326件
（対前年同期比：60.8％）

46,614件 56,741件

２ フラット３５（保証型）の申請件数 － 3,451件
（対前年同期比：40.1％）

8,596件 10,412件

３
フラット３５地域連携型のうち子育
て支援に資するものの件数

－ 432戸
（対前年同期比：69.5％）

622戸 843戸

４ フラット３５リノベの申請件数 － 516件 713件 864件

５
ＭＢＳの毎月の発行額（最低額～最
高額）

－
551億円～
1,180億円

（計：6,182億円）

856億円～
1,607億円

（計：9,608億円）

704億円 ～
1,607億円

（計：12,154億円）

６

フラット３５申請件数のうち長期優
良住宅の技術基準を満たす住宅に係
るもののストック数

25.9万戸以上
※令和４年度の累計のストッ
ク数に対して＋約1.2万戸以上

25.2万戸
※令和４年度の累計ストック
数に対して約＋0.5万戸

24.4万戸
※令和３年度の累計ストック
数に対して約＋1.0万戸

24.7万戸
※令和３年度の累計ストック
数に対して約＋1.3万戸

７
フラット３５の申請件数に占める既
存住宅の割合

25.0％以上 32.9% 28.4% 28.8%

８
フラット３５地域連携型に新たに連
携して取り組む地方公共団体数 －

43団体

（計：177団体）

56団体

（計：133団体）

57団体

（計：134団体）

９
フラット３５（保証型）の取扱金融
機関数※ －

新規：１機関

(計：８機関)

新規：０機関

(計：９機関)

新規：0機関

(計：9機関)

10 標準処理期間（３日）内の処理率 ８割以上 89.5% 91.5% 91.4%

証券化支援事業（フラット３５等）

※ 新規受付を休止している金融機関を除く
2
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※ 広報コンサルが年２回（４月、10月）実施するインターネット調査の結果である（20～70歳代の全世代を対象、n=2700）

住宅融資保険等事業

住宅資金融通等事業

項目 目標水準
（令和５年度年度計画）

令和５年度
（令和５年12月末）

令和４年度
（令和４年12月末）

【参考】
令和４年度末

１
フラット３５に係るつなぎ融
資の付保申請件数

－ 6,263件
（対前年同期比：60.0％）

10,440件 12,572件

２
フラット３５に係るパッケー
ジ融資の付保申請件数

－ 13,580件
（対前年同期比：60.5％）

22,444件 27,290件

３
リバースモーゲージ型住宅
ローンへの付保申請件数

－ 1,267件
（対前年同期比：92.2％）

1,374件 1,777件

４

住宅融資保険を活用したリ
バースモーゲージ型住宅ロー
ンの新規参入取扱金融機関数

３機関以上
３機関

（計：88機関）
４機関

（計：84機関）
５機関

（計：85機関）

５

リバースモーゲージ型住宅
ローン制度の普及に関する啓
発活動の実施回数

100回以上 165回 116回 128回

６ リバース６０の認知度※ － 15.3％ 12.2％ 12.2％

項目 目標水準
（令和５年度年度計画）

令和５年度
（令和５年12月末）

令和４年度
（令和４年12月末）

【参考】
令和４年度末

１
マンションすまい・る債を活
用するマンション管理組合数

1,850組合以上 2,737組合
（対前年同期比：148.7％）

1,841組合 1,841組合

２
サービス付き高齢者向け
賃貸住宅融資の融資承認件数

－ ５件
（対前年同期比：166.7％）

３件 ３件

年度計画の進捗等
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Ⅰ【フラット３５】受理状況等
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 昨年度同様に金利差拡大の影響により【フラット３５】の利用率は減少傾向にある。
 令和５年度の申請件数は令和４年度から約40％減（前年同期比）。

Ⅰ【フラット３５】受理状況等
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▲42.4％

【フラット３５】の申請件数状況

・日銀の政策変更（イールドカーブコントロール

（YCC）の許容変動幅の拡大等）により、長期金利

のみが上昇する状況にあり、変動金利との金利差

が拡大している。

・第三期以降、【フラット３５】事業量の安定を

背景に、地方公共団体をはじめとした地域連携強

化を優先課題として注力していたため、従前は繋

がりのあった金融機関や住宅事業者等のステーク

ホルダーとの関係が希薄になっており、令和４年

度以降、状況打開に向けた取組を展開。

・令和５年度は、「フラット再生元年」と位置づ

けて全社的にステークホルダーとの関係再構築の

取組を強化し、徐々にその効果も見られてきた。

（12月末時点）

金利差拡大
住宅ローン金利の推移
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【フラット３５】金利

10年固定金利
（都銀平均値,優遇後）

変動金利
（都銀平均値,優遇後）

1.910％

1.376％

0.375％

H29.12 H30.12 R1.12 R2.12 R3.12 R4.12 R5.12
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Ⅰ【フラット３５】受理状況等

 住宅事業者への訪問数が令和５年12月現在で令和４年度（通年）比で約３割増加。ステークホルダーとの
関係の再構築を図る。

ステークホルダーとの関係再構築

令和５年度を「フラット再生元年」と位置づけ、各支店の地域連携グループの金融機関や住宅事業者への訪問
を重ねることで、令和４年度に引続きステークホルダーとの関係の再構築を進めている。（再掲）
金融機関からは「情報提供に来てくれてありがたい」「フラットの利用が減っている中、子育てプラス等の情

報をもらえるのはありがたい」など前向きなコメントをいただいている一方、「ポイント制を説明するために行
員が制度を理解することに時間を要している」等の課題が明確となるコメントもいただいており、こうした意見
も踏まえて引き続き、商品改善や周知に努めることとしている。

※１ 地域連携業務支援システムから抽出。
※２ 令和２年度はWeb会議システムの導入前のため電話のみの件数となる。
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Ⅰ【フラット３５】受理状況等

 テレビCM、チラシなど様々な手法を用いて、住宅取得年齢層（25歳～45歳を中心）をターゲティングし
【フラット３５】の特徴の認知、理解促進を図った結果、全世代の認知度が40％を超えた。

【フラット３５】の周知活動の徹底

【フラット３５】のテレビCMについて、白石麻衣を起用し、また、令和４年度と比較してテレビCMの放送回
数を増やすだけでなく、住宅事業者等へ訪問し制度チラシを用いて説明をすることで【フラット３５】の特徴の
認知、理解促進を図った結果、全年代向けの認知度は、初めて40％を超えた。
令和５年度から新たに措置した【フラット３５】地域連携型（空き家対策）、【フラット３５】子育てプラス

（P14参照）など、金利引下げ措置のご利用を積極的に推進している。

7

■【フラット３５】テレビCM■【フラット３５】子育てプラスチラシ

■名古屋駅デジタルサイネージ広告

非公開
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Ⅱ政策課題への取組
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Ⅱ政策課題への取組（災害対応）

 阪神淡路大震災、東日本大震災、熊本地震など過去の経験を活かし、有事の際に迅速に行動できるよう
「現地派遣職員」の登録など常日頃から備えている。

政策課題その１「災害対応」

（対応①）応援体制の構築
予測不可能な災害対応のためには常日頃からの準備が必要であると考え、「現地派

遣職員」の登録ルールを定めることで被災地への応援体制を構築している（本支店合
計183名（令和６年１月４日現在））。
また、支店には「被災者対応業務主任者」を設置し災害復興住宅融資にかかる勉強

会を開催する等、一定の知識力を維持できるよう教育する体制も整えている。

（対応②）災害発生時の初動マニュアルの制定
災害発生時の機構内の災害対策本部の設置等、ある程度あらかじめルールに定める

ことで、有事の際に判断に迷うことなく対応することが可能となっている。

（対応③）地方公共団体との災害協定の締結
また全都道府県（沖縄県を除く）等と災害協定を締結することで、フラット３５等

の機構融資の返済方法の変更のお知らせ、災害復興住宅融資の申請に関するお知らせ
等の周知を迅速に行える体制を構築。

（対応④）災害復興住宅融資の申込方法の拡充
災害復興住宅融資の申込み手続きを、従前の郵送等に加えてWeb申請もできるよう

システムを構築することでお客さまの利便性の向上を図る。

■地方公共団体に提供するチラシの一例

■熊本地震の際の現地派遣職員からの
応援メッセージ

9
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Ⅱ政策課題への取組（令和５年５月５日能登半島沖地震）

 令和５年５月５日に発生した地震による被害からの復旧に向け珠洲市を中心に相談会を通じて支援。

② 令和５年５月５日21時58分発生の地震
・震 源 地：石川県能登半島沖（震源の深さ 約14キロ）
・震源の規模：マグニチュード5.9
・県内の震度：「震度５強」珠洲市

① 令和５年５月５日14時42分発生の地震
・震 源 地：石川県能登半島沖（震源の深さ 約12キロ）
・震源 の 規模：マグニチュード6.5
・県内の最大震度：「震度６強」珠洲市

「震度５強」能登町

（単位：棟）

都道
府県

全壊 半壊
床上
浸水

床下
浸水

一部
損壊

合計

石川県 38 263 － － 1,384 1,685

（出典）令和５年奥能登地震による被害等の状況について（第56報）（令和５年７月３日）

地震の概要及び被災状況

熊本センター職員による支援

災害復興住宅融資相談会

北陸支店職員に対して、平成28年熊本地震を経験した九州支店職員から、オンライン
形式にて災害時の被災者対応についての心構えや相談対応時のポイントを伝える勉強会
を実施した。北陸支店の職員からは「災害対応経験者の話を聞けて大変参考になった」
とのコメントがあった。

金沢市

珠洲市

（通常時）
車で往復５時間

被災者のニーズを踏まえ、珠洲市で行われる相談会に機構職員が出向いて対応。

石川県内での実施件数

相談会回数：13回
相談対応数：57組
（令和５年12月末時点）

10



©️Japan Housing Finance Agency. All rights reserved.

Ⅱ政策課題への取組（災害対応（令和６年能登半島地震））

 令和６年１月１日16時10分に「令和６年能登半島地震」が発生。これまでの知見も踏まえて発生直後か
ら迅速に対応。

・震 源 地：石川県能登地方（震源の深さ 約16キロ マグニチュード7.6）
・石川県内の最大震度：「震度７」志賀町、輪島市
・新潟県内の最大震度：「震度６弱」長岡市

地震の概要

機構の対応（通常時～発生時）

今後の対応

引続き被災状況等の情報収集に努めるとともに、地方公共団体の被災者相談窓口の設置に合わせて職員を派遣
するなど被災地の公共団体の要望等を確認しつつ被災者が１日でも早く復興できるように対応していく。

【北陸支店・地域業務第二部の対応】
（対応①）地方公共団体に対し災害協定に基づき被災された方向けの支援制度（返済方法変更、災害復興住宅
融資等）を周知し相談会の実施を働きかけ各市区町村と調整しているところ。

（対応②）被災された方からの相談対応等のため新潟市内にて拠点を設ける。
【本店の対応】
（対応③）住宅技術を担当する機構理事が北陸支店に常駐し、石川県との連携・サポート体制の強化を図った。

11

（対応④）被災された方向けに機構HPの情報掲載するとともにプレスリリースにて災害相談対応窓口の周知を
行った（１月11日NHKニュースにて放送）。

（対応⑤）復興支援の経験に長けた職員を本店所管部署に１名増員するとともに北陸支店にも１名増員し、体
制を強化した。

【相談会の実施状況等】石川県七尾市、羽咋市、かほく市、中能登町、内灘町、津幡町、志賀町、宝達志水町
富山県高岡市、新潟県新潟市
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Ⅱ政策課題への取組（災害からの再建）

 防災集団移転促進事業（以下、防集事業という。）の対象者の多くが65歳以上であり、住宅再建のための
資金調達が課題となっていた。

 公有地での抵当権設定を不要にすることで利用の幅を広げた。

政策課題その２「災害からの再建」

防災集団移転促進事業への貢献

球磨村では、覚書を締結（令和５年６月21日締結）し、「災害リバモにおける土地への抵当権を不要とする取
扱い」を全国で初めて開始。

これは、予め機構と覚書を締結した自治体の防災集団移転促進事業等で供給された公有地を賃貸する場合、災
害リバモを利用する方でも土地の抵当権設定は不要とした。併せて、球磨村は防集事業により移転再建する住民
を対象に融資金額に応じた利子補給を行っており、お借入された方の実質支払額は大幅に減額される。

令和２年７月の豪雨災害を受け、熊本県球磨郡球磨村（以下、球磨村という。）では遊水地・引堤の整備が計
画されている地区の住民を対象とした防集事業を検討していたが、移転対象者の多くが65歳以上の高齢者であり、
住宅再建のための資金調達が課題となっていた。

機構の「災害復興住宅融資（高齢者向け返済特例）」（以下、災害リバモという。）が高齢者の資金調達の手
段として有力な選択肢となっていたが、災害リバモは土地への抵当権設定を要件としていたため、公有地で抵当
権設定ができない移転先宅地での再建には利用できない状況にあった。

12
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全国初、「リバースモーゲージ型災害復興住宅融資」防災集団移転促進事業の特例開始

プレスリリース及び相談会の実施

【報道状況（電子版のみ含む）】

・ＲＫＫ熊本放送

・読売新聞地域版、熊本日日新聞、日刊人吉新聞

・ニッキン、新建ハウジング、日刊不動産経済通信、住宅産業新聞、ハウジングトリビューン、
住宅新報

【参考】リバースモーゲージ型 災害復興住宅融資とは

球磨村と覚書を締結（令和５年６月21日締結）し「リバースモーゲージ型 災害復興住宅融資（以下、災害リバモという。）における土地への抵当権を不要と
する取扱い」を全国で初めて開始。

これは、予め機構と覚書を締結した自治体の防災集団移転促進事業等で供給された公有地を賃貸する場合、災害リバモを利用する方でも土地の抵当権設定は不
要とした。併せて、球磨村は防集事業により移転再建する住民を対象に融資金額に応じた利子補給を行っており、お借入された方の実質支払額は大幅に減額され
る。

制度を開始した令和５年７月26日（火）に球磨村と連名でプレスリリースを行った。

令和２年７月豪雨などの自然災害で被災された方に向けて災害復興住宅融資の相談会を開催。
会場 開催日（原則） 受付時間

球磨会場
（球磨村）

第１第３月曜日

10：30～15：30
人吉会場
（人吉市）

毎週火・金曜日

芦北会場
（芦北町）

第２第４水曜日

令和２年７月豪雨災害の発生により甚大な被害を受けた球磨村では、遊水地・引堤の整備が計画されている地区の住民を対象

とした防集事業を検討していたが、対象者の多くが65歳以上の高齢者となっており、住宅再建のための資金調達が課題となっていた。

機構の災害リバモが高齢者の資金調達手段として有力な選択肢となるが、災害リバモは土地への抵当権設定を要件としているため、

公有地に建設の塚ノ丸団地での再建には利用できなった。

今般の覚書の締結により、防集事業により移転を希望するご高齢の方が安全なエリアでの住宅再建を支援できるよう、災害リバモ

の特例的措置を適用できるようにした。

取組の背景等

災害リバモは、り災された60歳以上のお客さまが住宅を再建される場合にご利用いただけて、毎月の支払は利息のみ、借入金の元金は申込人全員がお亡くな
りになったときに相続人の方から一括返済いただくか、担保物件の売却代金によりご返済いただく制度。

元金の回収手段を担保物件の売却代金とする制度の仕組み上、災害リバモでは、住宅及び土地への抵当権設定が必須要件だったが、今般、覚書の締結等により債
権保全を図ることにより、特例的措置として防集事業等で供給された公有地を賃借する場合には土地への抵当権設定を不要とする取扱いが可能となった。

※融資金利は、一般の災害リバモの融資金利（年利率）に年0.96％を上乗せした金利（毎年３月に翌年度の上乗せ金利を決定）を適用する。

【参考】
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【球磨村との覚書締結の様子】
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 「デフレ完全脱却のための総合経済対策」（令和５年11月２日閣議決定）における、こどもが健やかに成
長できる環境整備を通じた少子化対策の推進施策の一環として、【フラット３５】子育てプラスの適用を
開始する（令和６年２月13日開始予定）。

政策課題その３「少子化対策」

【フラット３５】子育てプラスを新設し、子育て世帯※１又は若年夫婦世帯※２に対し
て全国一律で子供の人数等に応じて一定期間借入金利を引き下げる（【フラット３５】S
等の他の金利引下げメニューとも併用可）。
※１ 借入申込時に子供（胎児及び孫（孫は同居要件あり）を含む）を有しており、借入申込年度の４月１日に

おいて当該子供の年齢が18歳未満である世帯を言う。
※２ 借入申込時に夫婦（同性パートナーを含む）であり、借入申込年度の４月１日において夫婦のいずれかが

40歳未満である世帯を言う。

金利引下げ幅を最大年▲1.0％に拡充

新ポイント制度を導入し、金利引下げ幅を従来の最大年▲0.5％から最大年▲１％に
拡充する。

14

Ⅱ政策課題への取組（少子化対策）
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Ⅱ政策課題への取組（空き家問題）

 高松市と包括連携協定を締結。空き家対策で全国初となる【リ・バース６０】利用者に対する補助制度を
高松市が創設。

 令和６年１月に空き家関連情報サイトを新設し、金融機関の空家対策に資するローン商品等の情報提供を
開始。

政策課題その４「空き家問題」

近年、空き家の数が増加を続けており、今後、さらに増加が見込まれる中、空き家対策の強化が急務となって
いる。
特に四国は４県すべてが全国空き家率のTOP10に入っており、香川県は全国で６番目（空き家率：17.4％）

に空き家が多い地域である。

空き家対策では全国初となる【リ・バース６０】利用者に対する補助制度の創設

協定に基づく高松市と機構が連携・協力した具体的な取組として、同市において、令和５年８月１日（火）に
「リバースモーゲージによる高齢者住まい応援補助制度」を創設。
これは、機構が民間金融機関と提携して提供する高齢者向け住宅ローン【リ・バース６０】を利用する同市に

居住する高齢者の方に、【リ・バース６０】契約当初１年間の利息の２/３相当（最大15万円）を補助するもの
であり、空き家対策を目的とした、【リ・バース６０】利用者に対する地方公共団体独自の補助制度の創設は、
全国初の取組となる。

空き家関連情報サイトの開設

令和６年１月に「空き家関連情報サイト」を新設し、金融機
関の空家等対策に資するローン商品等を掲載し、空家所有者等
に対する情報提供を開始。
今後、地方公共団体の支援制度など、掲載情報の充実を図っ

ていく。

【空き家関連情報サイトイメージ】

15
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空き家対策では全国初となる【リ・バース６０】利用者に対する補助制度の創設

プレスリリース及びチラシによる周知

【報道状況（電子版のみ含む）】

・ＮＨＫ地域版、ＲＳＫ山陽放送、ＲＮＣ西日本放送、ＫＳＢ瀬戸内海放送

・日本経済新聞地域版、四国新聞

・ニッキン、住宅産業新聞、不動産流通研究所ニュースサイト「Ｒ.Ｅ.port」、
住宅新報

取組の概要

協定に基づく高松市と機構が連携・協力した具体的な取組として、同市において、2023年８月１日（火）に「リバースモーゲージによる高齢者住まい応援補
助制度」を創設。

これは、機構が民間金融機関と提携して提供する高齢者向け住宅ローン【リ・バース６０】を利用する同市に居住する高齢者の方に、【リ・バース６０】契約
当初１年間の利息の２/３相当（最大15万円）を補助するものであり、空き家対策を目的とした、【リ・バース６０】利用者に対する地方公共団体独自の補助制
度の創設は、全国初の取組となる。

制度を開始した2023年８月１日（火）に機構ＨＰにてプレスリリースを行った。

また、右記図のとおりチラシを作成し四国支店を中心に周知活動を行っていく。

四国圏域初、高松市と「高松市における住宅施策の推進に関する連携協定」（以下「協定」という。）を締結。

今般締結した協定は、高松市と機構が連携・協力することで、同市における住宅施策を推進し、多様なニーズに対応する持続可能で豊かな住生活の実現を図

ることを目的としている。業務協力の内容は、「活力あふれ、災害に強い住環境の形成に関すること」、「良質な住宅ストックの形成及び既存住宅の適正な管

理や流通の促進に関すること」など、多岐にわたる。
昨年度、今年度だけでなく、長きにわたり、機構が目指す地域の住まい・まちづくりの課題解決への貢献に向けて、高松市と密な協力関係を築いている。

【高松市と機構の連携・協力について】

高松市と住宅金融支援機構四国支店は、今般の協定締結に先立ち、同市の補助事業「高松市住宅取得支援事業」の実施

に当たり、2019年９月に相互協力に関する協定を締結したほか、同市の住宅施策の周知啓発イベントの共催など、

様々な連携・協力を行った。

・2023年２月20日･･･省エネリフォーム支援セミナー

・2023年５月21日･･･Ｇ７香川・高松都市大臣会合関連イベント『環境と健康にやさしい住まいづくりフェア』

【感謝状の贈呈及び調印式の様子】

【参考】
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Ⅱ政策課題への取組（カーボンニュートラルへの対応）

 機構支店での取組を契機として、全国的なＺＥＨ賃貸住宅の普及支援を行った。
 全国各地でのＺＥＨセミナーの開催や様々な媒体を活用した広報・広告活動等によりＺＥＨのメリット訴
求を行った。

政策課題その５「カーボンニュートラルへの対応」

ＺＥＨに関して、ハウスメーカーをはじめとする一部住宅事業者では取組を進めているものの、
中小住宅事業者までは取組が浸透していない状況を踏まえ、中小事業者向け「ＺＥＨセミナー」
を全国各地で実施した。機構支店等と地方公共団体及び業界団体等が連携して情報提供を行うこ
とでＺＥＨの供給を支援し、中小事業者等の注文住宅における【フラット３５】S（ZEH）適合率
は対前年度比で約1.5倍となった（令和５年12月末現在）。
加えて、機構本支店等による省エネ関連イベントへの参加や新聞・WEB等による広告の実施、

機構公式YouTubeチャンネルへの動画掲載、チラシの作成といった様々な媒体を活用し、エンド
ユーザーに対してもフラット３５Ｓ（ＺＥＨ）の訴求を行っている。

■イベントの様子（ＧＯＯＤＬＩＦＥ フェア２０２３）

■ＺＥＨのメリットを訴求するチラシ

■事業者向けＺＥＨセミナー（愛知県）

大手賃貸住宅事業者が電力買取を行う企業（以下「電力買取業者」）と提携したことにより、
機構融資のＺＥＨ金利引下げ制度の利用が可能になったものの、融資利用に先立つ案件相談すら
全くない状況であったため、機構九州支店から制度周知及び意見交換を実施したところ、当該事
業者の営業現場では工事施工後に電力買取業者との売電契約が解除されることを懸念し、ＺＥＨ
推進が思うように進んでいないことが判明した。
そこで、機構九州支店から当該事業者及び電力買取業者に対してＺＥＨに関する仕組み勉強会

を提案し、実施したことにより、当該事業者の懸念は解消した。その結果、当該事業者の九州エ
リアのＺＥＨ賃貸住宅の供給棟数が増加した。
また、本事例を他支店等にも横展開することにより、全国でのＺＥＨ賃貸住宅の普及を支援し

ている。

ＺＥＨの普及支援

17
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Ⅱ政策課題への取組（高経年マンション等への取組）

 マンション管理会社及びマンション管理組合に対して機構の制度の周知を行うとともに、資金計画のポイ
ント等に関する理解を深められよう取り組んでいるところ。

 YouTube等を活用しマンション関連制度の認知度を向上させることで、高経年マンションの大規模修繕工
事や建替えを支援した。

政策課題その６「高経年マンション等への取組」

広報・広告活動による高経年マンション等への取組

高経年マンションの建替えを支援するため、民間金融機関が参入しづらい事業の初動期段階からの融
資（まちづくり融資（短期事業資金））や合意形成においてネックとなる建替え後のマンション購入費
用に対する融資（まちづくり融資（高齢者向け返済特例））について、事業者や権利者等に向けた説明
会等により広く周知を行った。

マンション関連制度の認知度向上を目的とし、広告キャンペーン期間を設け、インターネット広告、
YouTube広告の配信、記事掲載、Ｗｅｂセミナー及び交通広告といった様々な媒体を用いた広報・広告
活動を実施した。

高経年マンションの建替えを支援

大手マンション管理会社への定期的な訪問や重層的なアプローチ等により、情報交換や勉強会を実施
することで、マンションすまい・る債の応募組合数が大幅に伸長（令和５年度：2,737組合、対前年度
比149％）した。また、マンション管理会社等からの要望を踏まえた制度の見直しを検討し、手続を簡
素化させたことにより、利便性を向上させた。
各支店等において、地方公共団体及び関係団体と連携し、「大規模修繕の手引き」やマンションすま

い・る債及びマンション共用部分リフォーム融資に関するチラシを活用したセミナー等を行うことによ
り、機構の制度を周知するとともに、マンション管理組合が大規模修繕工事の進め方や資金計画のポイ
ント等に関する理解を深められるように取り組んだ。

■マンション関連制度に関するチラシ

■マンション管理セミナーのご案内

18
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Ⅳデジタル化の取組
～災害復興住宅融資Ｗｅｂ申込サービス及び【フラット３５】電子契約サービスの開始～

19
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Ⅳデジタル化の取組

 借入申込みと契約の手続きをＷｅｂ経由で完結※１できる「災害復興住宅融資Ｗｅｂ申込サービス」を令
和５年10月に開始した。

災害復興住宅融資の借入申込みからご契約までWebで完結※１でき、いつ
でも※２どこでも申込みが可能なサービス。
従来の金融機関を通じた申込み又は機構への郵送申込みと比較して、手

続のスピードアップやペーパーレス化を促進するとともに、お客さまの利
便性向上や受託金融機関の負担軽減につながる。

サービスの概要

サービスの工夫点

マイナンバーカードを利用した収入情
報取得サービス（令和４年10月導入）と
も連携。マイナンバーカードを利用すれ
ば無料で取得できる収入情報を申込に使
用可能とした。

収入欄にあるボタンを
クリックするとシステム
利用可能

■災害復興住宅融資Web申込サービスの入力フォーム画面

20

※１ り災証明書等の原本提示や抵当権設定手続等のために取扱金融機関に来店いただく必要がある。
※２ 申込み手続には一部利用できない時間がある。
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Ⅳデジタル化の取組

 10月２日から【フラット３５】の電子契約サービスの提供を開始し、１月時点で３機関が利用中。
 【フラット３５】Web申請サービス（仮）を令和６年度中に提供開始予定。

【フラット３５】電子契約サービスとは、機構が提供す
る共通インフラサービスで、お客さまは【フラット３５】
の契約の手続をWeb経由で完結することができる。

令和５年10月２日

不動産流通研究所 R.E.port（Web配信）･･･令和５年９月19日（火）
ニッキン（Web配信） ･･･令和５年９月19日（火）
不動産経済通信（第７面） ･･･令和５年９月21日（木）
週刊住宅（第３面） ･･･令和５年９月25日（火）
住宅新報（第３面） ･･･令和５年10月10日（火）
ハウジング・トリビューン(P.66) ･･･令和５年10月27日（金）
CRI(P.30) ･･･令和５年10月31日（火）

利用可能金融機関３機関
※その他13機関で導入準備中であり順次利用を開始する予定

サービスの概要

利用開始日

プレスリリース

利用金融機関（令和６年１月末時点）

21
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Ⅳデジタル化の取組

 主な融資種別のデジタル化の状況は次のとおり。

顧客説明 Web申請 変更申請 本人確認
マイナ収入
情報取得

団信Web
申請

電子請負
(ルール整備)

適合電子交付
(ルール整備)

契約内容
説明動画

電子契約

◎ 〇 〇 〇 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

― 〇 〇 〇 ◎ ― ◎ ◎ ― ◎

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ― ◎ ◎

〇 〇 〇 〇 ◎ 〇 ◎ 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 ― ― 〇 〇 ◎ 〇

〇 〇 〇 〇 ― ― ― ― 〇 〇

個
人
系

事
業
系

フラット３５
（買取型）

フラット３５
（保証型）

災害復興
住宅融資

賃貸住宅融資

◎：デジタル化対応済み ○：対応予定 ー：該当する手続なし

手続きの流れ

マンション共用部分
リフォーム融資

グリーンリフォーム
ローン

22

非公開



©️Japan Housing Finance Agency. All rights reserved.

Ⅴカイゼン活動
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Ⅴカイゼン活動

 令和５年度のカイゼン報告件数は1,132件（令和５年12月末現在）。
 カイゼン活動は平成18年度から継続して取り組んでおり、毎年度1,000件超の事例登録がされている。

カイゼン活動の目的

職員の「カイゼン」に対する意識の向上及び各部署のカイゼン事
例の横展開を図るため、「カイゼン大会」を実施しており、デジタ
ル化に関するカイゼン事例に対する表彰枠として「デジタル化枠」
その他の事例に対する表彰枠を「通常枠」として表彰した。

令和５年度カイゼン大会表彰事例

カイゼン活動は、平成18年度から継続して取り組んでおり、業務の効率化・事務ミス防止・職場環境改善を
通じて、お客さま目線での「CS向上」及び国の政策課題等へ対応するための組織余力を創出することを目的と
している。
１人１カイゼンを奨励し、職員一人ひとりが「カイゼン活動は自ら工夫して効率化することにより付加価値

の高い仕事につながるものであること」を意識することで毎年度1,000件超の事例登録がされている。

(1) 効果の大きさ（削減時間等の大きさ）
(2) 難易度（他部署又は他機関との連携、過去踏襲の見直し等）
(3) 生産性向上への貢献性
(4) 事務リスク削減への貢献性
(5) その他（(1)から(4)まで以外で、全社の模範となるもの）

選考基準

AI機能の文書審査支援ツールを法務審査に導入
AIを使った文書審査支援ツールを活用することで条項ズレ等の形式的な修正を時間短縮することで内容審査に注力できるようになった。

金消契約の帳票化・約款化及び一本化
複数あった契約書を金消契約書に一本化し、１契約書及び約款で対応できるようにすることで金融機関への送付ミスがなくなった。 24

デジタル化枠

通常枠
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Ⅵ長期ビジョンの策定

25
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Ⅵ長期ビジョンの策定

 機構が将来にわたって持続可能な組織であるために長期ビジョンを策定する。

・ 今後の機構を取り巻く環境について、あらかじめ「未来観」を想定し、それを踏まえた「将来の機構のあり
たい姿」（＝「長期ビジョン」）を職員間で共通認識化するともに、その実現に向けて行動していくことが必
要だと考え長期ビジョンを策定する。

・ 第五期中期計画の策定に向けて、「独立行政法人評価制度の運用に関する基本的考え方」（令和４年４月８
日独立行政法人評価制度委員会決定）において、中期計画策定に関して、「法人において、計画期間を超えた
法人の組織・業務の将来像を明確化した上で、計画が直接的とする機関の観点のみからではなく、将来像を長
期的に実現していくという観点も踏まえつつ、計画策定を行う必要がある」と示されている。
このため、第五期中期計画の策定に向けた準備として「長期ビジョン」を策定する。

取組の背景

長期ビジョンの策定イメージ

26

非公開
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Ⅵ長期ビジョンの策定

「長期ビジョン」と中期目標等との関係

27

 パーパス・経営理念は原則として恒久的なものであるが、「長期ビジョン」は一定の期間を想定した「将来の機構のありた
い姿」として示す。

 「長期ビジョン」は中期計画等へ反映させるとともに、住生活基本計画見直し時の参考になるものを目指す。

非公開
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上半期は、環境分析・課題整理、「未来観」の洞察・整理、「長期ビジョン」等に関する意見募集等を実
施し、下半期は、意見募集結果等を踏まえ「長期ビジョン」等の内容を検討した。

「長期ビジョン」等の決定後、規定化、社内周知及び対外公表を行う。

Ⅵ長期ビジョンの策定

28

環境分析・課題整理・「未来観」の洞察

「未来観」の整理＜まとめ＞

「長期ビジョン」等に関する意見募集

上
半
期

下
半
期

「長期ビジョン」等の内容の検討

「長期ビジョン」の文案検討

「将来の具体施策」の精査・整理

「長期ビジョン」等の決定

「長期ビジョン」等の規定化・社内周知・対外公表

10月~12月

２月

２月～

令
和
５
年
度

意見募集の結果を踏まえ、支店等
の若手職員を中心とした意見交換
会を実施
実施期間：12/6～12/25
実施回数：17回
参加者 ：61人

「将来の具体施策」の実現に向けた検討

令
和
６
年
度
～

 「将来の具体施策」について、実現に向けた検討を進める。

長期ビジョンの文案について
全職員向けに意見を募集
実施期間：1/23～2/5

ワークフローによる
全職員向けアンケートを実施
実施期間：6/21～6/30
回答者 ：994人（全職員の95.4％）

レポート形式による
職員への意見募集を実施
実施期間：7/31～9/1
参加者 ：201人（全職員の19.3％）

非公開
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Ⅵ長期ビジョンの策定

 「長期ビジョン」の構成要素を表した「概念図」は下図のとおり。

非公開
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① 省エネ基準が定着し、新築住宅の断熱性能は高まるが、コスト面から再エネの導入は一定層に限られ、ZEHの普及は限定的になる可能性がある。

② 既存住宅については、住生活に必須の設備（給湯器、エアコン等）は更新により性能向上が図られるが、断熱改修や太陽光発電の設置はコスト面から普及
しない可能性がある。

【参考】

 「長期ビジョン」策定の前提となる「未来観」について、全職員を対象にアンケートを実施し、「994」
名（全職員の約９割）から回答があった。

 アンケート結果を踏まえ、10の課題毎に整理した「未来観」は以下のとおり。

アンケート結果

課題１ 居住形態・生活スタイルの多様化

① 可処分所得が増加しないことや物件価格高騰の継続により住宅取得のハードルが高いこと、「所有から共有」といった住宅に対する価値観の変化等により、
持ち家率が現状よりも低下する可能性がある。

② 高齢者対応の賃貸住宅の整備、住宅取得、改修等のニーズや、高齢者が居住していた住宅の処分・売却等のニーズが高まる可能性がある。

③ コンパクトシティ化の推進等により、都市中心部とそれ以外の場所おける住宅需要の格差が拡大する可能性がある。

課題２ 既存住宅流通シェア増加・空き家の増加

① 更地にしても売却できない（又は低価格の）ため解体も進まず、空き家問題が一層深刻化する可能性がある。

② 既存住宅流通は立地の良い物件や築浅の物件に限定される可能性がある。

③ 既存住宅の取得に伴うリフォーム投資の需要が増加する可能性がある。

課題３ 高経年マンション問題の深刻化

① 入居者の属性の多様化や高齢化が進み、合意形成がさらに困難になり、建替えどころか大規模修繕工事も行われないマンションが増加する可能性がある。

② 多くのマンションは事業採算性の低下や合意形成が困難なこと等により建替えを行わず、修繕等による延命を選択する可能性がある。

③ 修繕積立金で可能な範囲内でのみ大規模修繕工事を実施し、適正な維持管理が行われないマンションが増加する可能性がある。

課題５ 環境問題の深刻化

課題４ 災害の多頻度化・激甚化

① 地震等の大規模災害が発生した場合、一部の耐震性が低い住宅や維持管理が不十分な空き家、密集市街地等で大きな被害が発生する可能性がある。

② 危険区域からの移転等が進まないため、水害等の大規模災害が発生した場合の被害が拡大する可能性がある。

③ 大規模災害・パンデミック・地政学リスクが発生した場合、都市機能が失われ、機構のサービスも停止する可能性がある。

＜未来観＞

＜未来観＞

＜未来観＞

＜未来観＞

＜未来観＞

30
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【参考】

31

課題６ 技術革新（デジタル技術等）の加速

① 住宅取得に係る手続のWeb化が進み、より便利に住宅取得ができるようになる可能性がある。

② 建物情報のデータ化が進み、住宅取得・維持管理に活用できるようになる可能性がある。

③ 交通利便性にこだわらないライフスタイルが定着する可能性がある。

課題７ グローバル化の進展

① 外国人就労者の増加に伴い定住志向を持つ外国人が増加し、外国人向け住宅需要が拡大する可能性がある。

② 発展途上国における低所得者層を中心とした人道的な観点やパンデミックの脅威に備えた衛生面の観点で住生活を支援する必要性が高まる可能性がある。

③ 住宅事業者の海外進出にあたり、各国の建築法規や建築システムに順応するための公的支援の必要性が高まる可能性がある。

課題８ 金融システムの変化

① 機構業務（フラット３５、委託業務）から撤退する金融機関の増加により、機構と金融機関との関係が希薄になる可能性がある。

② 住宅ローンはネット銀行を中心にWEB上での手続きが主流になる可能性がある。

③ 収益性の観点から住宅ローン事業から撤退または縮小する金融機関が増える可能性がある。

課題10 機構の組織体制の変化

① 受託金融機関の委託業務返上希望が増加し、機構が直営的に業務を行う必要性が高まる可能性がある。

② 業務量のバランス、効率性の観点から本支店の業務分担を見直すことが必要になる可能性がある。

③ 人材の流動化が進み、多様な人材を雇用できる機会・人材が流出するリスクの双方が増大する可能性がある。

④ ＡＩを活用した生産性向上等が一般化し、機構も生産性向上策が必要になる。

課題９ 【フラット３５】等機構業務における変化

① 長短金利差が解消せず、【フラット３５】から撤退する金融機関が増加し、モーゲージバンクも変動金利商品の主力になる可能性がある。

② 将来の市場環境の変化に備え、民間金融機関は多様な住宅ローン商品（固定金利も含めた様々な金利タイプ、リバースモーゲージ等）の開発・提供を進め
ていく。その結果、金利水準以外の商品性（デジタル手続、付帯サービス等）による競争が激化する可能性がある。

③ 災害復興住宅融資の需要は継続。非デジタルによる対応も引き続き必要になると考えられる。

＜未来観＞

＜未来観＞

＜未来観＞

＜未来観＞

＜未来観＞

非公開
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【参考】

 「将来の機構のありたい姿」を具体化するため、職員から長期ビジョンと併せて提案された「将来の具体施策」等を基に、職員
が認識する各種課題を解決するための「課題解決に向けたストーリー」をまとめた。

 「概念図」の構成要素や「課題解決に向けたストーリー」の内容等を反映して「長期ビジョン」の文案等を検討した。

32
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